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［研究ノート］ 
 

デデンンママーーククににおおけけるる⼦⼦どどもものの視視点点かからら考考ええるる  
「「親親」」⼦⼦関関係係  

  
⻘⻘⽊⽊  加加奈奈⼦⼦  

  
11..  ははじじめめにに  

誰とどのようなパートナー関係を築いていくかということは⾮常に私的なこと
である．例えばパートナーとの関係を婚姻関係に依拠するのかしないのか，パート
ナーが異性なのか同性なのか，さらにパートナーが，あるいは⾃分⾃⾝が，また
はお互いが前のパートナーとの間の⼦どもを連れて新たなパートナー関係を構築
しようとするのか等，現代ではさまざまなパートナー関係のあり⽅が，次第に社
会で顕在化し承認されつつある．このようなパートナー関係の多様性は，私たち
のライフスタイルの可能性も広げ，好意的に語られることが多い． 

⼀⽅，⼦どもの視点に⽴てば，同居する⼤⼈が必ずしも実の両親であるとはか
ぎらず，また同居の⼤⼈が⼆⼈いるというわけでもない．⼦どもの養育という観
点からも，誰が⼦どもにかかわる重要な決定を⾏ったり最終的な責任を持ったり
するのかということが曖昧なまま残されているケースもある．Meyer, D. David が
指摘するように，パートナー関係の多様性を認めるということは，同時に「親で
あること」（Parenthood）や「親業」（Parenting）も多様化しているということで
あり，「親」というものをあらためて問い直す必要がある（Meyer 2013）． 

⻘⽊加奈⼦は，パートナー関係の多様性が社会のなかで認められているデンマー
ク社会において，「親」とは誰を指し誰が⼦ども1に対する「親業」の責任を持つ
のかについて法制度を整理している．⻘⽊によれば，現在のデンマークでは「親」
とは親権を持つ者とされる．分娩主義が適応される⺟親とは異なり，婚姻関係に
なくても⼦どもを持ち育てるカップルが多いデンマークでは，2002 年に未婚の⽗
親にも⼦どもの誕⽣と同時に共同親権が与えられるようになった2．それはパート

 
1 ここでの「⼦ども」とは，デンマーク統計局の定義を引⽤し，未婚かつ⾃⾝の⼦どもを持って

いない 18 歳未満の者，または未婚かつ⾃⾝の⼦どもを持っておらず，さらに親と同居してい
る 25 歳未満の者を指している（⻘⽊ 2018: 13）． 

2 共同親権は 1922 年に配偶者間で認められたのが始まりである．Lund-Andersen & Jeppesen 
de Boer（2021）によれば，それは「⼦どもとの関係において⽗親が優位ではなくなった」（Lund-
Andersen & Jeppesen de Boer 2021: 3）という．すなわち 1922 年以前は，婚姻関係にある夫
婦の⼦どもの親権は⽗親のみが持つものされたということを意味する．これ以降，婚姻関係解
消後は原則として⺟親の単独親権となり，離婚後の⽗親や未婚の⽗親は親権を持てなかった．
1986 年になって，離婚してからも，あるいは未婚であっても協議の上で⽗親が親権を持つこ
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ナー関係が解消した後も継続する．親権者は，⼦どもと同居しているか別居して
いるかにかかわらず，⼦どもの成⻑と⽇常⽣活を保護し⾦銭⾯で⽀え，⼦どもに
教育を受けさせる責任を持ち，医療⾏為にかかわる決定に責任を持つ者とされる．
別居している場合には，⼦どもとの⾯会交流も親権者の責任のひとつとして挙げ
られている（⻘⽊ 2018: 10-11）．そうして，ひとりで⼦どもを育てる⼥性の事例
から，⽗親が不明の場合には，ときには公的機関が介⼊しても実⽗を確定させ，
⼦どもの実親，すなわち⽣物学上の⽗⺟の責任が重いことを明らかにしている．
その理由を⻘⽊は，⼀⼈の⼈間の⼈⽣を開始させた者としての実両親の責任の重
さを⽰していると説明する（⻘⽊ 2018: 12-13）．  

このようにパートナー関係の流動化が進むデンマーク社会で，未成年⼦に対し
て誰が養育責任を持つのか，その所在が明確にされている⼀⽅，実⽣活の中で⼦
どもからみて「親」と呼ばれる⼈たちが複数いる場合，それぞれの「親」たちが
⼦どもの⽇常の養育にどのように，そしてどこまで関与しているかということは
明らかにされていない3．そこで本稿では，両親の離婚を経験した⼦どもの視点か
ら，「親」と呼ばれる⼈たちとの関係を問い直すことを⽬的とする．具体的には，
⾃⾝の成⻑過程に「親（たち）」がどのようにかかわってきたか，そして成⼈を過
ぎた現在，「親（たち）」との関係をどのように評価しているかを明らかにする． 

なお，後述の通り，デンマークでは⼦どもがいても両親が婚姻形態をとらずに
同居する家族形態が存在するため，パートナー関係の解消に⾔及する場合，厳密
には「離婚」と「離別」を使い分ける必要がある．しかしながら本稿では，親の
婚姻形態に重点を置いているわけではないことから，以下では，両親がどのよう
な関係にあったかにかかわらず，すべて「離婚」とする． 
 
22..  デデンンママーーククのの家家族族 
 デンマーク統計局（Danmarks Statistik）によれば，デンマークの「家族」は男
⼥別の「シングル（enlige mænd/ enlige kvinder）」，「カップルがつくる家族」，「親
と離れて施設等で⽣活している 18 歳未満の⼦ども（ikke hjemmeboende børn 
under 18 år）」の 3 つに⼤きく分けることができる． 
図 1 が⽰すように，デンマークでは 1900 年代前半にすでに，婚外⼦が⼀定数
存在したことを確認できる．第⼆次世界⼤戦終結後から⼗数年間は減少傾向にあ

 
とが認められ，2002 年の法改正で離婚後および未婚であっても，⽗親にも⾃動的に親権が付
与されることになった． 

3 法制度は整備されているとはいえ，実際には，⼦どもと⼦どもの同居実親，別居実親，継親，
継親の実⼦との間で実⽣活上の葛藤や困難は多いようである．そのため，例えば継親へ向け
て，⼈間関係のストレスを軽減したり，パートナーの連れ⼦やその⼦どもの別居親とうまくつ
き合っていくための実践書が出版されている（Jesper 2010 など）. 

ったが，1960 年代に⼊ると再び増加していき，1970 年代から 1980 年代にかけ
て急増していった．婚外⼦が急増した社会背景を，Jensen, A.N.は，1960 年代に
近代的な避妊法4が承認されたことと，⼥性の社会進出に伴い経済的な⾃⽴が進ん
だことの 2 点を挙げている（Jensen 1999: 344）．加えて 1970 年代に，⼦どもの
養育に対する未婚の⽗親への権利と義務が次第に制度化されていったことも，カッ
プルが婚姻関係を結ぶことなく⼦どもを設けるようになった要因として指摘され
ている（Lund-Andersen & Jeppesen de Boer 2021）．2010 年以降，新⽣児の半数
以上が婚姻関係にない両親のもとに⽣まれている（2023 年の新⽣児 1000 ⼈当た
りの婚外⼦数は 542 ⼈，Danmarks Statistik 2024a，図 1参照）．デンマークはま
た，1989年に同性同⼠のカップルに異性カップルと同等の法的権利を認める登録
パートナー制度を導⼊した最初の国でもある．2012 年には婚姻法が改正され，同
性カップルの結婚が正式に認められた5． 

 

 
図 1 新⽣児 1000 ⼈当たりの婚外⼦数（1901-2023 年） 

出典：Danmarks Statistik（2024a） 
 
したがってパートナー関係が異性か同性か，あるいは婚姻関係にあるかないか

によって，「カップルがつくる家族」はさらに次のように分類される．婚姻関係に
ある異性カップルの家族「法律婚（異性）（ægtepar med forskelligt køn）」，婚姻関
係にある同性カップルの家族「法律婚（同性）（ægtepar med samme køn）」，カッ
プルが⼆⼈の間に⽣まれた⼦どもと婚姻関係を持たずに同居⽣活を営む家族「⾮

 
4 経⼝避妊薬（ピル）のこと．1967 年承認． 
5 同性婚が認められたことで「登録パートナー」制度は廃⽌された．表 1 で「登録パートナー」

が若⼲数確認できるのは，2012 年より以前にこの制度で登録し，2012 年以降も法律婚に移⾏
していないカップルがいることが推測される． 
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法律婚（Samlevende par）」，年齢差が 15歳以内で，かつ⼆⼈の間には⼦どもがお
らず親族関係でもない異性カップルが婚姻関係を持たずに同居⽣活を営む家族
「同居（samboende par）」，法律婚に準じた同性同⼠のカップルによる「登録パー
トナーシップ（registreret partnerskab）」である（Danmarks Statistik 2024a）． 
  表 1 は，2024年 1⽉ 1 ⽇時点における家族形態別の割合を⽰している．上段
はデンマーク全体を，下段は⼦どもがいる家族のみを取り出した割合である．上
段「デンマーク全体」でみると，もっとも割合が⾼いのは「法律婚（異性）」の家
族で 32.1%，次いで「シングル（⼥性）」29.3%，「シングル（男性）」26.5%と続
く．婚姻関係をともなわないパートナー関係によって形成された「⾮法律婚」や
「同居」による家族，あるいは同性同⼠のカップルがつくる「法律婚（同性）」や
「登録パートナーシップ」の家族の割合は⾮常に低い．次に，下段「⼦どもがい
る家族」をみていくと，「法律婚」55.6%，「シングル（⼥性）」19.7%，「⾮法律婚」
16.6%の順で割合が⾼くなっている．特に「法律婚（異性）」は「デンマーク全体」
での割合と⽐較して 20ポイント以上上昇している．同様に「⾮法律婚」も 10ポ
イント以上増えている．「⼦どもがいる家族」でみると，「法律婚（異性）」と「⾮
法律婚」の家族だけで全体の 7割以上を占めていることがわかる．両親が婚姻関
係にあるかないかにかかわらず，⼦どもの多くは実の両親と暮らしていることを
⽰している． 

表 1 デンマークの家族形態（2024年） 

 
出典：Danmarks Statistik （2024a, 2024b） 

 
 同居する⼤⼈との関係を，⼦どもの年齢別に⽰したものが表 2 である．前述の
とおり，どの年齢でも多くの⼦どもは実の両親と暮らしている．しかしながら，
⼦どもの年齢が上がるにつれてその割合は低下していく．両親と同居している⼦
どもは，0歳時点では 90.4%であったが，10歳時点では 71.1%，15 歳時点では
61.6%と 0歳時点と⽐べて 30ポイント近く下がっている．これは，デンマークで
は⼦どもの約 4 割が 15 歳までに両親の離死別を経験しているこということを意
味している．これに対して，⼦どもの年齢とともに「ひとり親」や「実親とその
パートナー」の割合は上昇していく．10歳時点で 27.7%，15 歳時点では 36.1%
の⼦どもが，⺟親または⽗親のみの「ひとり親」あるいはその親が新しく形成し
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た家族の中で暮らしている．表 2 からは，両親のパートナー関係が解消した後は，
全体的に⼦どもは⺟親と同居する傾向があることが読み取れるが，⼦どもの年齢
が上がるにつれて（Christoffersen 2004），また，娘よりも息⼦の場合や⻑⼦の場
合に，⽗親と同居する傾向にあるという（Moxnes 1999）． 
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法律婚（Samlevende par）」，年齢差が 15歳以内で，かつ⼆⼈の間には⼦どもがお
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トナーシップ（registreret partnerskab）」である（Danmarks Statistik 2024a）． 
  表 1 は，2024年 1⽉ 1 ⽇時点における家族形態別の割合を⽰している．上段
はデンマーク全体を，下段は⼦どもがいる家族のみを取り出した割合である．上
段「デンマーク全体」でみると，もっとも割合が⾼いのは「法律婚（異性）」の家
族で 32.1%，次いで「シングル（⼥性）」29.3%，「シングル（男性）」26.5%と続
く．婚姻関係をともなわないパートナー関係によって形成された「⾮法律婚」や
「同居」による家族，あるいは同性同⼠のカップルがつくる「法律婚（同性）」や
「登録パートナーシップ」の家族の割合は⾮常に低い．次に，下段「⼦どもがい
る家族」をみていくと，「法律婚」55.6%，「シングル（⼥性）」19.7%，「⾮法律婚」
16.6%の順で割合が⾼くなっている．特に「法律婚（異性）」は「デンマーク全体」
での割合と⽐較して 20ポイント以上上昇している．同様に「⾮法律婚」も 10ポ
イント以上増えている．「⼦どもがいる家族」でみると，「法律婚（異性）」と「⾮
法律婚」の家族だけで全体の 7割以上を占めていることがわかる．両親が婚姻関
係にあるかないかにかかわらず，⼦どもの多くは実の両親と暮らしていることを
⽰している． 

表 1 デンマークの家族形態（2024年） 

 
出典：Danmarks Statistik （2024a, 2024b） 
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（2）調査対象者の属性 
調査に協⼒してくれたのは 6 名であるが，世代差を考慮して，今回は 30 代と
40 代の調査対象者 4名（⼥性 3名，男性 1名）の事例を取り上げる．調査を実施
した地域は，コペンハーゲン市内 2名，コペンハーゲン近郊の街が 1名，ユトラ
ンド半島の地⽅都市 1名であった．調査対象者全員が 6歳までに両親が離婚して
おり，両親の離婚後は⺟親に引き取られて⽣活していた．また，今回の 4名の調
査対象者は，デンマークで共同親権制が採⽤された 1986 年以前に両親が離婚し
ていた．共同親権だったのは Aさんと Cさんで，Bさんと D さんは⺟親の単独
親権であった． 

表 3 調査対象者の調査時点での属性 
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両親の離婚後，別居する⽗親との交流頻度は，実⽗が近くに居住し「ほぼ毎⽇
のように会っていた」のがCさん，2週間から 3週間に 1 度だったのがAさんと
D さん，実⽗が出⾝国に帰国してしまっていたため 1，2 年に 1 度程度だったの
がBさんである．Bさんは，⽗親と別居後しばらく連絡が取れず，数年後に⾯会
交流が始まった．D さん以外の⺟親はその後，別の男性と新たなパートナー関係
を築いており，⽗親と離婚後⺟親が 2 度の再婚をした Aさんには，「継⽗」と呼
ばれる複数の⼤⼈と⽣活をした経験があった． 
調査対象者の情報は表 3 の通りである． 

 
44..  「「親親たたちち」」のの親親役役割割  
 ここでは同居親，別居親，継親の役割や調査対象者の評価が明確に現れていた
Aさん，Bさん，Cさんの経験を取り上げる． 
 まずは家族関係が⾮常に良好だったと評価する C さんの家族経験からみてい
く．C さんは「親」として，両親と⺟親の再婚相⼿である継⽗の 3 ⼈を挙げる．
3 ⼈の関係は⾮常に良好で，Cさんはこの 3 ⼈が「⼀緒に」（Cさん），Cさんの
⽣活に関わった⼈たちだと評価している．Cさんの両親は，Cさんが 3歳の頃に
離婚し，Cさんと弟は⺟親に引き取られたが，⽗親は近居し，ほぼ毎⽇のように
⽗親と会っていた．⺟親はその後再婚し，継⽗や，⺟親と継⽗との間にうまれた
きょうだいとの⽣活が始まるが，Cさんと弟の養育は両親と継⽗の 3 ⼈が協⼒し
て⾏ったという．それぞれの役割は，⺟親はCさんをしつける⼈，⽗親は，⺟親
と継⽗と⼀緒になってCさんの学校⾏事に参加する⼈であり「ソウルメイト」（C
さん），継⽗は，例えば宿題をみてくれたり，帰宅時間が遅くなったときに叱って
くれたりと「⽇常的に私をしつけてくれる」（Cさん）⼈であるという．そうして
デンマークでは珍しいと断ったうえで，Cさんは継⽗を「おとうさん」と呼んで
いるという． 
 次に Bさんは，1歳のときに両親が離婚し，Bさんは⺟親に引き取られた．⺟
親はBさんが 3歳頃に再婚し，それ以降，Bさんは⺟親と継⽗と 3 ⼈で⽣活して
きた．外国⼈の⽗親は⺟親との離婚後外国に移住したため，数年間⽗親と⾯会す
る機会はなかった．⾯会交流開始後も，⽗親との⾯会は 1, 2 年に 1 度程度と⾮常
に頻度が少なかったが，電話や⼿紙のやり取りをして交流を続けていた．Bさん
は，⽗親との⾯会交流について，直接会う機会は⾮常に少なかったものの，⾯会
交流を続けるということは⾃分のルーツを知る上でとても重要なことだったと評
価していた．⽗親のことを「友達以上の存在」だと思っているが，Bさんの⽇常
⽣活への関与については，次のように語っていた． 
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Bさん：⽗は，［Bさんの⽇常⽣活に］実際⼝を出してはいけない⽴場でした．
だって彼は私の成⻑過程にかかわっていませんから． 

［ ］は執筆者注． 
 
 ⼀⽅，⽇常をともに過ごした継⽗については，⺟親と同様，Bさんの⽣活にか
かわる⼈だとみなしている．具体的にはBさんをしつける⼈，タトゥを⼊れると
きに許可を取らなければならない⼈，Bさんが⽣命にかかわる⼿術を受けるとき
に承諾する⼈であると述べた7．Bさん⾃⾝は継⽗を実の⽗親だと思ったことはな
いが，実⽗よりも感情⾯で「⽗親」という⽴場に近い⼈だと感じていた． 
 最後の事例は Aさんである．両親は Aさんが 2歳の頃に離婚し⺟親に引き取
られた．⺟親はAさんが 7歳のときに再婚し，継⽗①とのちに誕⽣した継妹との
4⼈で⽣活していたが，12歳のときに⺟親が継⽗①と別れ，継妹は継⽗①が引き
取った．その後⺟親は再び別の男性と結婚し，継⽗②との間に 2 ⼈の継弟を設け，
Aさんを含めた 5⼈で⽣活していた． 
Aさんは，Aさんと同居した⼤⼈たちの親役割や関係性について次のように述
べる．まず⺟親については，Aさんの⼈⽣にかかわることの最終決定をする⼈だ
とみなしている．例えば，⾼校に進学させるかどうかの決定や，義務教育期間を
1 年延⻑し国⺠学校（Folkeskole）の 10 年⽣に⾏くかどうかの決定，携帯電話を
持たせて良いかや⾝体にタトゥを⼊れても良いかの決定をする⼈だという．Aさ
んによれば，継⽗①は嫉妬⼼が強く，Aさんが⽗親と⾯会することを快く思って
いない様⼦が感じられた．継妹の誕⽣後は継妹ばかりをかわいがるようになり，
Aさんにとって継⽗①はあくまで「同居する⼤⼈」にすぎなかった．⼀⽅，継⽗
②に対しては，「⽇常のルールを⼀緒につくる⼈」（Aさん）だと述べる．Aさん
の親権は持っていないものの，Aさんは継⽗②のことを⽇常⽣活における「共同
決定者」であるとみなしていた．別居の⽗親とは定期的に⾯会を続けていたが，
Aさんからは⽗親の親役割については⾔及されることはなかった．しかしながら
Aさんによれば，⽗親は⺟親と⼀緒に，Aさんにかかわる重要な決定をする⼈で
あり，その点では，同居し⽇常⽣活の「共同決定者」とみなしていた継⽗②であっ
ても，明確に線引きがされていた． 
  

 
7 B さんによれば，継⽗の姓を名乗っているが，継⽗とは法的な親⼦関係はなかったという．ま

た⺟親から継⽗の養⼦になることを何度か打診されたものの，「デンマークの家族の部分だけ
が残るようになってしまう」ため「そうしたい［養⼦になりたい］とは思わなかった」（B さ
ん）． 

55..  ままととめめ  
  本稿では，幼少期に両親の離婚やステップファミリーの中で育った経験がある
者を対象に，同居親や別居親，同居する継親との関係や，調査対象者の養育に「親
たち」がどのようにかかわり，そしてそれを調査対象者がどのように評価してい
るかを聞き取り調査から明らかにした．本研究からの知⾒を 2 点挙げる．  

第 1 は，デンマークではかなり早い段階から，⾯会交流という形で，⼦どもが
別居親と関係を持ち続けることを重く捉えていたことである．今回取り上げた A
〜D さんの両親が離婚した 1980 年代前半当時，デンマークでは未だ共同親権が
採⽤されておらず，「親権を分けるというのはそれほど普通のことではありませ
んでした」（D さん）とも語られたように，⺟親が単独で⼦どもの親権を持つこと
は珍しくなかった．しかしながら交流頻度には個⼈差があるものの，4 名全員が
別居する⽗親とつながりを持ち続けていた．ここからは調査対象者の実両親が離
婚した 1980 年代のデンマーク社会において，⼦どもと別居親との⾯会交流はす
でに⼤事に考えられていたことがうかがえる． 

第 2 に，継⽗が⽗親役割を引き受けることがあるが，実⽗に代わって「⽗親」
という地位に就くことはないという可能性である．例えばBさんは，3歳頃から
同居していた⺟親の再婚相⼿である男性を「私を育てた⼈」「私が成⻑していく過
程で影響を与えていた」（Bさん）⼈であるとみなしていた．これに対して，ほと
んど交流がなかった実⽗は，Bさんの⽇常⽣活に対して，あれこれと⼝出しする
⽴場にないとBさんは語っていた．つまりBさんにとって⽗親役割を果たしてく
れたのは，1，2 年に 1 度しか会わなかった実⽗ではなく，幼少期から同居してい
た継⽗であり，継⽗のことを「実際的なことに関しては⽗のように思ってい」（B
さん）た．そうであるにもかかわらず，継⽗が「⽗親」になることはなく，「お⽗
さんというよりは，良い友達みたいな関係」（Bさん）と評していた． 
  継⽗と極めて良好な関係を築いていたと評するCさんも，解釈のヒントを与え
てくれる．Cさんは継⽗のことを「おとうさん」と呼んでいたが，Cさん⽈く，
それはデンマークでは極めて珍しいことであると補⾜していた．これは，デンマーク
では，継⽗を「⽗親」とみなしたり呼称したりすることは⼀般的ではないという
ことを意味する．Cさん⾃⾝も，実⽗を押しのけて継⽗を「⽗親」と呼んでいた
わけではなく，実⽗はもちろんのこと，それに加えて継⽗も「⽗親」と呼んでい
たということである．したがって，今回の調査対象者が語る「親たち」の役割や
関係性からは，デンマーク社会では「親」という地位にある⼈はあくまでも⽣物
学上の親であって，同居しているかどうかや親役割の程度に依るものではないこ
とが⽰唆される．ただし，それが別居親との交流を継続していたからかどうかは
今回の調査では明らかにできなかった．この点は今後の研究課題としたい． 
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最後に，本研究の限界を述べておく．今回取り上げた調査対象者 4名は調査時
点ですでに 30 代から 40 代となっており，中には結婚して夫や⼦どもがいる調査
対象者もいた．すでに成⼈を過ぎた彼らが当時を振り返るという作業には，彼ら
の語りの中に⼦ども時代の経験を内⾯化できるだけの⼀定の時間の経過が含まれ
ることに留意する必要がある．加えて，⾃⾝の経験を「語られる⼈たち」でもあ
る．⼀定の時間が経過した後も，家族関係を振り返ることが難しく「語れない」
ケースはけっして珍しくない．このように考えると，今回の 4名の事例をもって，
デンマーク社会の全体像を捉えることはできない．しかしながら⼦どもの視点を
通した同居親や別居親，同居する継親との関係や⽣活の実態はこれまでほとんど
⾒えてこなかった．パートナー関係の流動性が⾼い社会における家族関係の⼀側
⾯を紐解いたという点で，本研究の意義は⼤きいと考える． 
 
付記 
 本研究は，平成 25 年度奈良⼥⼦⼤学若⼿⼥性研究者⽀援経費およびスカンジ
ナビア・ニッポン ササカワ財団 2013 年度研究助成（共同研究者・菊地真理⼤阪
産業⼤学経済学部講師〈当時〉）を受けて実施したものです．調査にご協⼒いただ
いたすべての⽅に，この場をお借りして⼼よりお礼申し上げます． 
 
 
 

  

Forældreroller i Danmark ved skilsmisse: 
 

set fra et børneperspektiv 
 

Resumé 
 

Kanako Aoki 
 
I Danmark er det ikke ualmindeligt, at børn oplever forældrenes skilsmisse og bagefter 
et nyt parforhold mellem en af forældrene og dennes nye partner. Disse børn bor som 
regel med forskellige voksne, eksempelvis børnenes samboende og ikke-samboende 
forældre og en samboende stedforælder. I sådanne tilfælde, er det relevant at undersøge, 
hvem der agerer som forældre for børnene? I denne artikel undersøger jeg derfor 
forskellige voksnes forældreroller baseret på interview med fire danskere i alderen 33 
til 40 år. Respondenternes forældre var blevet skilt før de blev seks år, og boede 
efterfølgende med deres mor. Tre af respondenterne boede også med en eller to 
stedfar/stedfædre. Resultaterne er følgende: (1) Respondenterne fortsatte med at møde 
deres far og havde en social relation med ham efter forældrenes skilsmisse. (2) Fædrene 
opdrog deres børn med børnenes mor, selvom de ikke længere boede sammen. (3) 
Nogle af stedfædrene spillede en større forældrerolle end børnenes biologiske fædre. 
(4) Respondenterne fortalte, at stedfædrene var ”ligesom en rigtig far”, men aldrig 
som ”en rigtig far”. Det betyder, at en biologisk far er den eneste person, der kan have 
status som ”far” og kaldes ”far” af børnene. Jeg vil gerne fremhæve det sidste resultant, 
fordi situationen i Danmark er anderledes end den i Japan. 
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(4) Respondenterne fortalte, at stedfædrene var ”ligesom en rigtig far”, men aldrig 
som ”en rigtig far”. Det betyder, at en biologisk far er den eneste person, der kan have 
status som ”far” og kaldes ”far” af børnene. Jeg vil gerne fremhæve det sidste resultant, 
fordi situationen i Danmark er anderledes end den i Japan. 
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［研究ノート］ 
 

ココペペンンハハーーゲゲンン⼤⼤学学⼈⼈⽂⽂学学部部デデンンママーークク語語専専攻攻のの  
カカリリキキュュララムム詳詳述述書書ににつついいてて  

̶̶求求めめらられれるる専専⾨⾨性性おおよよびび能能⼒⼒をを中中⼼⼼にに̶̶  
  

堀堀井井  祐祐介介  
  

11.. ははじじめめにに  
本稿では，デンマークの⾼等教育におけるアウトカム評価の実例を⽰すためコ

ペンハーゲン⼤学⼈⽂学部デンマーク語専攻のカリキュラム詳述書について，求
められる専⾨性および能⼒に関する記述を中⼼に紹介する．デンマークでは，欧
州でのアウトカム評価の流れを受けて資格枠組みを設定し，教育課程ごとに知識，
能⼒等を記述する形で⾼等教育質保証体制を構築している．その仕組みにおいて
直接学⽣にアウトカムを意識させるものとして，また，科⽬群レベルでの教育質
保証ツールとして⽤意されているのがカリキュラム詳述書である．アウトカムの
点に加えて，カリキュラム詳述書は，また，⼤学および教員が学⽣に対して提供
する教育についての取扱説明書としての側⾯も持っている． 

 
22.. デデンンママーーククのの⾼⾼等等教教育育制制度度概概観観とと国国家家資資格格枠枠組組みみ  

デンマークの教育システム概観図1では，教育課程，教育種別ごとに ISCED（国
際標準教育分類2）と欧州資格枠組み(European Qualilfication Framework, EQF3)
との対応が⽰されている（図 1）．また，EQF に準拠した 8 段階の資格枠組み4を
設定し，教育課程，教育種別ごとに対応させている（図 2）．さらに，段階ごとに，
知識，技能（スキル），能⼒・態度の区分を設け，その内容について具体的に記述
している． 

 
1 こども教育省サイト https://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/overblik-over-det-danske-

uddannelsessystem/det-ordinaere-uddannelsessystem ⽇本語筆者 
2 国際教育分類(ISCED: International Standard Classification of Education)は，ユネスコ統計研

究所が開発した各国の教育課程に関するデータ⽐較のために⽤いられる枠組み．現在は
2011 年の改訂版が⽤いられている．教育課程及びそれらが提供する資格が分類コード（三
桁数字）とともに⼀覧化されている（⾼等教育資格承認情報センター（NIC-Japan）サイト
より）． 

3 https://europass.europa.eu/en/europass-digital-tools/european-qualifications-framework 
4 https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-

dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/typer/hardtableview 
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